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住宅及び誘導施設の開発や建築、誘導施設の休廃止を計画している皆様へ 

 

 

＜届出制度の目的＞ 

本市の人口は、全国的に人口減少が進む中、市全体では微増しているものの、地域によっ

ては減少している地区もあり、今後の人口減少社会に備えて、持続可能な都市構造を築き上

げて行くことが重要となります。 

このことから、本市では、「都市再生特別措置法」に基づき、「大村市立地適正化計画」

を策定しました。 

本計画は、今後の人口減少社会において、市街地区分に応じた人口密度の適正化や公共交

通を基軸とした都市機能の適切な配置を図ることにより、これまで以上に魅力ある都市づく

りを推進することとしております。 

本計画の公表により、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外で特定の開発・建築等の行
為を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合は、都市再生特別措置法

（第８８条第１項、第１０８条第１項、第１０８条の２第１項）に基づき、事前に市へ届出

を行う必要があります。 

なお、届出を行わずに、又は虚偽の届出をして、開発・建築等の行為をした場合は、都市 

再生特別措置法（第１３０条）に基づき、３０万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 

＜届出に対する市の対応＞ 

市は、届出者に対し、⽴地適正化計画の趣旨の説明や、⽴地誘導のための施策に関する情

報提供等を行います。 

また、当該届出に係る行為が、計画に基づく⽴地の誘導を図る上で支障があると認める場

合は、市は、都市再生特別措置法（第８８条第３項、第１０８条第３項）に基づき、届出者

に対して勧告等を行う場合があります。 

 

＜届出対象の行為・届出の流れ＞ 

・居住誘導区域外での住宅開発等について → P２～３へ 

・都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等について → P４～５へ 

・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止について → P６へ 

 

＜宅地建物取引業法に基づく重要事項説明＞ 

宅地建物取引業法第３５条第１項第２号の規定により、都市再生特別措置法の規定による

居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外における開発・建築等の届出義務が、重要事項の説

明として追加されました。 

このことにより、届出をしない場合に罰則が科せられるなど、届出義務を知らないで宅地

又は建物を購入した者は不測の損害を被る可能性があるため、宅地建物取引において、宅地

建物取引主任者は、取引の相手方に対し、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外における

開発･建築等の届出義務について説明が必要となります。  
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居住誘導区域外での住宅開発等における事前届出 
 

◎ 届出の目的 

居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため 

◎ 届出の対象となる行為 

立地適正化計画区域（都市計画区域）内において、居住誘導区域外の区域で、以下

の行為を行おうとする場合には、事前に市長への届出が義務付けられています。（都市再

生特別措置法第８８条第１項） 

区域図については、P７を参照してください。 
 

 

 
 

◎ 届出の時期 

開発行為や建築等行為に 着手する 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第８８条第２項） 

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。 

 
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的
で行う土地の区画形質の変更を言います。 

① 面積に関係なく、３戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為 

② １戸又は２戸の住宅の建築目的で行う開発行為で、規模が1,000㎡以上のもの 

①の例示 

800㎡の３戸の開発行為 ⇒  

 

②の例示 

1,300㎡の１戸の開発行為 ⇒  

 

800㎡の２戸の開発行為 ⇒  

開発行為 

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 
 

①の例示 

３戸の建築行為 ⇒  

 

②の例示 

３戸以上の改築 ⇒ 

建築等行為 
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◎ 届出時の提出書類 

届出は、以下の区分により、所定の届出書様式に添付図書を添えて提出します。 

 
 

◎ 届出を要しない軽易な行為 

都市再生特別措置法施行令第２５条の規定により、区域外の行為であっても次に掲げ

る項目に該当する場合は、届出を要しない場合があります。 

① 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に

供する目的で行う開発行為 

② ①の住宅等の新築 

③ 建築物を改築し、又はその用途を変更して①の住宅等とする行為 

 

◎ 届出の流れ 

 

《開発行為の場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式1-1  

● 添付図書 

① 位 置 図  （当該区域が分かり、周辺の状況を明示する図面） 

② 設計図書 （平面図、土地利用計画図、土地所在図（14条地図など）） 

③ その他参考となるべき事項を記載した図書 

 
《建築等行為の場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式1-2  

● 添付図書 

① 敷地内における住宅等の位置を表示する図面［縮尺 100 分の１以上］ 

② 住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図［縮尺 50 分の１以上］ 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 
《上記２つの届出内容を変更する場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式1-3  

● 添付図書 上記の添付図書の変更となる図書 

 

居住誘導区域外  居住誘導区域内 

左記に該当 

しない場合 

特定の開発・建築等

の行為を行う場合 

届出不要 
行為着手の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 

開発・建築等の行為の着手 

届出不要 
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都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等における事前届出 
 

 

◎ 届出の目的 

都市機能誘導区域外における誘導施設（生活利便施設）の動きを把握するため 

 

◎ 届出の対象となる行為 

立地適正化計画区域（都市計画区域）内において、 都市機能誘導区域外の区域 

で以下の行為を行おうとする場合には、事前に市長への届出が義務付けられていま

す。（都市再生特別措置法第１０８条第１項） 

区域図及び都市機能誘導区域毎に設定した誘導施設の内容については、P７～１０を

参照してください。 

 

 

 
 

 

 
 

◎ 届出の時期 

開発行為や建築等行為に 着手する 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第１０８条第２項） 

なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。 

○誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為 

開発行為 

○誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

○建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

○建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

建築等行為 

※ 届出対象イメージ図 

大 村 市 域 

誘導施設 
立地適正化計画区域（都市計画区域） 

誘導施設 

届出は不要 

居 住 誘 導 区 域 

 

都市機能誘導区域 
誘導施設 

届出は不要  

誘導施設 
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◎ 届出時の提出書類 

届出は、以下の区分により、所定の届出書様式に添付図書を添えて提出します。 

 
 

◎ 届出を要しない軽易な行為 

都市再生特別措置法施行令第３３条の規定により、区域外の行為であっても次に掲げ

る項目に該当する場合は、届出を要しない場合があります。 

① 誘導施設に該当する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為 

② 誘導施設に該当する建築物で仮設のものの新築又は建築物を改築し、若しくはそ

の用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為 
 

◎ 届出の流れ 

 
※都市機能誘導区域内であっても、都市機能誘導区域毎で位置付ける誘導施設が異な

るため、当該区域に位置付けのない誘導施設を開発・建築等する場合は、届出が必

要になりますのでご注意ください。  

《開発行為の場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式2-1  

● 添付図書 

① 位 置 図  （当該区域が分かり、周辺の状況を明示する図面） 

② 設計図書 （平面図、土地利用計画図、土地所在図（14条地図など）） 

③ その他参考となるべき事項を記載した図書 

 

《建築等行為の場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式2-2  

● 添付図書 

① 敷地内における建築物等の位置を表示する図面［縮尺 100 分の１以上］ 

② 建築物等の２面以上の立面図及び各階平面図［縮尺 50 分の１以上］ 

③ その他参考となる事項を記載した図書 

 

《上記２つの届出内容を変更する場合》 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式2-3  

● 添付図書 上記の添付図書の変更となる図書 

都市機能誘導区域外  都市機能誘導区域内（※） 

左記に該当 

しない場合 

誘導施設を有する 

特定の開発・建築等の

行為を行う場合 

届出不要 
行為着手の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 

開発・建築等の行為の着手 

左記に該当 

しない場合 

当該区域に位置付けのな

い誘導施設を有する 
特定の開発・建築等の行

為を行う場合 

届出不要 
行為着手の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 
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都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止における事前届出 
 

 

◎ 届出の目的 

都市機能誘導区域内に存する誘導施設の休廃止の動きを事前に把握するため 

 

◎ 届出の対象となる行為 

 都市機能誘導区域内の区域 で以下の行為を行おうとする場合には、事前に市長へ

の届出が義務付けられています。（都市再生特別措置法第１０８条の２第１項） 

区域図及び都市機能誘導区域毎に設定した誘導施設の内容については、P７～１０を参

照してください。 

 

 
 

◎ 届出の時期 

施設を休止又は廃止しようとする日の 30 日前までに届出 を行って下さい。 

（都市再生特別措置法第１０８条の２第１項） 

 

 

◎ 届出時の提出書類 

届出は、所定の届出書様式に添付図書を添えて提出します。 

 
 

 

◎ 届出の流れ 

 

○都市機能誘導区域内で当該区域に係る誘導施設を休止又は廃止する場合 

● 届 出 書 ・・・・・・・・  届出様式3-1  

● 添付図書 

① 位 置 図  （当該区域が分かり、周辺の状況を明示する図面） 

② その他参考となるべき事項を記載した図書 

都市機能誘導区域外  都市機能誘導区域内 

届出不要 

誘導施設の休止・廃止 

左記に該当 

しない場合 

当該区域に位置付けのあ

る誘導施設を休止又は廃

止する場合 

届出不要 
休止・廃止の 

３０日前までに 

都市計画課へ届出 
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居住誘導区域及び都市機能誘導区域の全体図 

 

 

車両基地駅周辺（地域拠点） 

新大村駅周辺（都市拠点） 

大村駅周辺（都市拠点） 
市民病院周辺（都市拠点） 

西大村地区（地区拠点） 

竹松地区（地区拠点） 

松原地区（地区拠点） 

医療センター周辺（地域拠点） 
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届出の対象となる誘導施設と都市機能誘導区域の関係 
 

 

『●印』：休止・廃止する際に届出が必要   『空白』：開発・建築等行為をする際に届出が必要 

区分 誘導施設 

都市機能誘導区域内 

都市機

能誘導

区域外 

都市拠点 
新大村駅周辺 

大村駅周辺 

市民病院周辺 

地域拠点 
車両基地駅周辺 

医療センター周辺 

 

地区拠点 
松原地区 

竹松地区 

西大村地区 

医療 

機能 

・救急病院（二次救急、三次救急） ● ●   

・病院（内科診療を有する） ● ●   

・診療所（内科診療を有する） ● ● ●  

介護 

福祉 

機能 

・総合福祉センター ●    

・地域包括支援センター ●    

・地域活動支援センター ● ●   

・小規模多機能型居宅介護施設 

・看護小規模多機能型居宅介護施設 
● ● ●  

・障がい者就労支援施設 ● ● ●  

子育て 

機能 

・子育て世代包括支援センター ●    

・地域子育て支援センター ● ● ●  

・幼稚園 

・保育園等 

・認定こども園 

● ● ●  

・放課後児童クラブ ● ● ●  

教育 

文化 

機能 

・イベントホール 

・スポーツ施設 

・図書館 

・歴史資料館 

●    

・高等教育機関 ● ●   

・コミュニティ施設 ● ● ●  

商業 

機能 

・大規模集客施設 ●    

・スーパーマーケット ● ●   

・コンビニエンスストア等 ● ● ●  

行政 

機能 
・行政サービス等を受けられる窓口 ● ● ●  

金融 

機能 

・銀行等 

・郵便局 
● ● ●  

  



- 9 - 

誘導施設の定義書 
 

区分 誘導施設 定義 

医療 

機能 

・救急病院（二次救急、三次救急） 

・消防法及び救急病院等を定める省令に基づいて

都道府県知事が告示・指定する医療機関で、二

次救急・三次救急に位置づけられる病院 

・病院（内科診療を有する） 
・医療法第 5 条の 5 に規定する病院のうち、内科

診療を有する病院 

・診療所（内科診療を有する） 
・医療法第 5 条の 5 に規定する診療所のうち、内

科診療を有する診療所 

介護 

福祉 

機能 

・総合福祉センター ・市条例に規定する総合福祉センター 

・地域包括支援センター ・介護保険法第 115 条の 46 に規定する施設 

・地域活動支援センター 
・障がい者の相談支援ネットワークの中核となる

「大村市地域生活支援センターラフ・ラム」 

・小規模多機能型居宅介護施設 

・看護小規模多機能型居宅介護施設 

・介護保険法第 8 条に規定する地域密着型サービ

スのうち、小規模多機能型居宅介護または看護

小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する

施設 

・障がい者就労支援施設 

・障害者総合支援法第 5 条に規定する障がい福祉

サービスのうち、就労移行支援または就労継続

支援のサービスを提供し利用者が日常的に通所

する施設 

子育て 

機能 

・子育て世代包括支援センター 
・母子保健法第 22 条に規定する母子健康包括支援

センター 

・地域子育て支援センター 

・児童福祉法第 6 条の 2 に規定する地域子育て支

援拠点事業（乳幼児のいる子育て親子の交流や

相談、情報提供等）を実施する施設 

・幼稚園 ・学校教育法第 22 条に規定する施設 

・保育園等 

・児童福祉法第 39 条に規定する保育所 

・市の条例に定められた基準を満たし市の認可を

受け地域型保育事業を実施する施設 

・認可外保育施設（企業が設置する施設も含む） 

・認定こども園 ・認定こども園法第 2 条に規定する認定こども園 

・放課後児童クラブ 
・児童福祉法第 6 条の 3 に規定する放課後児童健

全育成事業を実施する施設 
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区分 誘導施設 定義 

教育 

文化 

機能 

・イベントホール 

・スポーツ施設 

・興行場法第 1 条に規定する興行場またはこれに

類する施設 

・図書館 

・図書館法第 2 条に規定する図書館で、専門性の

高い図書を豊富に貯蔵し広域市町を対象とする

施設 

・歴史資料館 

・歴史資料や情報を収集、保管し、その調査研究

と展示活動などを通じて歴史・文化を発信する

施設 

・高等教育機関 

・学校教育法第 83 条に規定する大学 

・学校教育法第 108 条に規定する短期大学 

・学校教育法第 115 条に規定する高等専門学校 

・学校教育法第 124 条に規定する専修学校 

・コミュニティ施設 
・市条例に規定する地区公民館 

・市条例に規定するコミュニティセンター 

商業 

機能 

・大規模集客施設 

・延べ面積が１万㎡を超える店舗、劇場、映画

館、遊技場・文化ホールまたはこれらに類する

施設（公共団体が設置するものも含む） 

・スーパーマーケット 

・売場面積 250 ㎡以上かつ食料品の小売販売額が

70％以上で、セルフサービス方式を採用した小

売店舗 

・コンビニエンスストア等 

・飲食料品を扱い、売場面積 30 ㎡以上 250 ㎡未満

で、営業時間が 1 日で 14 時間以上のセルフサー

ビス方式を採用した小売店舗 

行政 

機能 
・行政サービス等を受けられる窓口 ・地方自治法第 155 条に規定する出張所 

金融 

機能 

・銀行等 

・都市銀行、地方銀行、第二地方銀行 

・信託銀行 

・信用金庫、信用組合、労働金庫、商工組合中央

金庫 

・郵便局 ・郵便局 
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届 出 様 式 

 

 
★ 居住誘導区域外での住宅開発等における事前届出様式 

届出様式１－１ （開発行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

届出様式１－２ （建築等行為） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

届出様式１－３ （変更） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

★ 都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等における事前届出様式 

届出様式２－１ （開発行為）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

届出様式２－２ （建築等行為）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

届出様式２－３ （変更）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 

★ 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止における事前届出様式 

届出様式３－１ （休廃止）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 

参 考 資 料 
 

★ 根拠法令 都市再生特別措置法及び都市再生特別措置法施行令(参考)    ・・・１９ 
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様式第10（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第１号関係） 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

   年   月   日 

 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

開 

発 

行 

為 
の 
概 

要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル  

３ 住宅等の用途  

４ 工事の着手予定年月日    年   月   日  

５ 工事の完了予定年月日    年   月   日  

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。 

 

（添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面  

届出様式1-1 
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様式第11（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第２号関係） 

 
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為     について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

年   月   日 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよう

とする建築物の存する土地の所在、

地番、地目及び面積 

土地の所在： 

 

地目： 

面積： 

２ 新築しようとする住宅等又は改築

若しくは用途の変更後の住宅等の用

途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

〔位置図等（縮尺1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

届出様式1-2 
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様式第12（都市再生特別措置法施行規則第38条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

 

      年   月   日 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け

出ます。 

記 

 

１ 当初の届出年月日          年   月   日 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日        年   月   日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日        年   月   日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付書類） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（添付書類） 

（建築行為の場合の添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

  

届出様式1-3 
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様式第18（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第１号関係） 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

 

  年   月   日 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル  

３ 建築物の用途  

４ 工事の着手予定年月日    年   月   日  

５ 工事の完了予定年月日    年   月   日  

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面  

届出様式2-1 
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様式第19（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第２号関係） 

 

 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導

施設を有する建築物とする行為の届出書 
 

都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為      

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 建築物を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよう

とする建築物の存する土地の所在、

地番、地目及び面積 

 

２ 新築しようとする建築物又は改築

若しくは用途の変更後の建築物の用

途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

届出様式2-2 
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様式第20（都市再生特別措置法施行規則第55条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 

 

     年   月   日 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

 

都市再生特別措置法第１０８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により

届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日          年   月   日 

 

２ 変更の内容 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日        年   月   日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日        年   月   日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付書類） 

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（添付書類） 

（建築行為の場合の添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

届出様式2-3 
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様式第21（都市再生特別措置法施行規則第55条の２関係） 

 

誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 書 

 

 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）に

ついて、下記により届け出ます。 

 

  年   月   日 

 

大 村 市 長 様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

連絡先                    

１ 休止（廃止）しようとする誘導施

設の名称、用途及び所在地 

誘導施設の名称： 

 

用途： 

所在地： 

２ 休止（廃止）しようとする年月日    年   月   日    

３ 休止しようとする場合にあって

は、その期間 
   年   月   日まで  

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（1）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を建築す

る予定がある場合、予定される当該建築物の用途 

 

（2）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用す

る予定がない場合、当該建築物の存置に関する事項 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は、存置のために必要な管理その他の事

項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項に

ついて記入してください。 

 

（添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面  

届出様式3-1 
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★ 根拠法令（参考） 
【居住誘導区域外における住宅の開発行為、建築等行為の事前届出義務】 

都市再生特別措置法（抜粋） 
第八十八条 立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内におい

て、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって住宅その他人の
居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建
築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっ
ては、その規模が政令で定める規模 (注１) 以上のものに限る。)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改
築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除
く。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところ
により、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長
に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの (注２) 
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 
四 その他市町村の条例で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようと
するときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところによ
り、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 
都市再生特別措置法施行令（抜粋） 
（注１）政令で定める規模 
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件) 
第二十四条 法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。 
２ 法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。 
（注２）軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為) 
第二十五条 法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 
一 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為  
二 前号の住宅等の新築 
三 建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為 

 

【都市機能誘導区域外における開発行為等の事前届出義務】 

都市再生特別措置法（抜粋） 
第百八条 立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建

築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築
し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施
設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行
為を行おうとする者を除く。)は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定める
ところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市
町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの (注３) 
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 
四 その他市町村の条例で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようと
するときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところによ
り、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 
都市再生特別措置法施行令（抜粋） 
（注３）軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 
第三十三条 法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 
一 当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為  
二 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 
三 建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為 

 
【都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止の事前届出義務】 

都市再生特別措置法（抜粋） 
第百八条の二 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導

施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交
通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない






